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三
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提
出 
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問
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一
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仙
臺
市
の
都
市
復
興
計
画
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

昭
和
二
十
三
年
五
月
二
十
七
日 

提
出
者 

庄 

司 

一 

郞 

  



仙
臺
市
の
都
市
計
画
は
、
宮
城
縣
都
市
計
画
委
員
会
の
満
場
一
致
に
よ
る
答
申
書
に
基
き
、
政
府
は
民
主
的
に
民
意
を
尊

重
さ
れ
、
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
十
一
日
附
内
閣
戰
災
復
興
院
告
示(

第
二
四
四
号)

を
以
て
該
都
市
計
画
書
を
公
許
告
示
さ

れ
た
の
で
あ
る
。 

然
る
に
東
北
本
線
仙
臺
駅
前
、
川
内
線(
幹
線
道
路)

に
対
し
て
す
で
に
こ
の
路
線
は
告
示
に
よ
り
決
定
し
、
人
家
も
続
々

と
許
可
を
え
て
合
法
的
に
建
築
済
と
な
つ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
突
如
と
し
て
該
既
定
路
線
を
仙
臺
駅
が
、
現
場
よ
り
北

方
へ
五
十
米
程
移
轉
す
る
か
ら
と
の
理
由
で
、
直
線
変
更
派
と
い
う
運
動
が
猛
烈
に
開
始
さ
れ
、
告
示
原
案
派
と
の
間
に
建

設
院
を
回
つ
て
両
派
の
運
動
が
熾
烈
化
し
た
の
で
、
本
年
四
月
十
五
日
仙
臺
市
長
は
建
設
院
都
市
局
長
よ
り
宮
城
縣
知
事
宛

の
公
文(

原
案
通
り
の
指
示)

に
接
し
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
月
二
十
三
日
、
一
松
総
裁
の
名
で
、
現
地
実
査
、
公
聽
会
開
催

よ
つ
て
仙
臺
市
は
該
告
示
を
仙
臺
市
民
に
周
知
徹
底
さ
せ
、
同
時
に
該
告
示
に
よ
る
戰
災
都
市
と
し
て
の
新
仙
臺
都
市
計

画
に
す
で
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。 

仙
臺
市
の
都
市
復
興
計
画
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 

 



 

二 
の
上
再
檢
討
す
る
か
ら
該
公
文
は
一
時
保
留
せ
よ
と
の
電
報
が
宮
城
縣
知
事
宛
に
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

本
年
五
月
十
七
日
一
松
総
裁
は
仙
臺
市
に
出
張
さ
れ
、
宮
城
縣
、
仙
臺
市
公
職
者
、
地
元
代
表
等
五
十
有
余
名
を
一
堂
に

招
致
さ
れ
、
総
裁
自
ら
座
長
を
勤
め
ら
れ
詳
細
に
関
係
者
の
声
を
聽
取
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

復
興
事
業
は
一
日
も
等
閑
に
附
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
仙
臺
市
民
に
不
安
感
を
永
く
與
え
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
政
府

の
朝
令
暮
改
、
朝
三
暮
四
的
な
公
理
無
き
改
変
は
爲
政
者
の
権
威
の
た
め
に
惜
し
む
の
で
あ
る
。
仙
臺
駅
は
北
方
に
移
轉
は

し
な
い
の
で
あ
る
。 

総
裁
、
仙
臺
市
よ
り
帰
京
さ
れ
て
す
で
に
十
日
を
経
た
が
、
再
檢
討
の
上
、
將
た
又
都
市
局
長
発
の
公
文
を
一
時
保
留
さ

れ
た
る
上
の
最
後
の
裁
断
、
果
し
て
如
何
。
速
か
に
仙
臺
市
民
の
た
め
一
松
総
裁
の
回
答
を
要
望
す
る
。 

右
質
問
す
る
。 




